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資料 ８ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識

別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この協定による業務

を実施するに当っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正

に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この協定による業務の実施により知ることができた個人情報を他に漏ら

してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければな

らない。 

（適正管理） 

第４条 乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏えい、

滅失及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることので

きた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供し

てはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記

録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが

収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものと

する。 

（従事者への周知） 

第９条 乙は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお
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いて、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこ

と、又は協定の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関

し必要な事項を周知するものとする。 

（実地調査） 

第１０条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執行に当り取

り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第１１条 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
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資料 ９  リスク分担表 

種   類 内    容 負担者 

町 指定管理者 

物価変動・金利

変動 

人件費、物品費等物価変動（急騰は協議）に伴

う経費の増及び金利の変動に伴う経費の増 

 〇 

 

周辺地域・住民

及び施設利用

者への対応 

地域との協調  〇 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設

利用者からの苦情・要望等への対応 

 〇 

上記以外 〇  

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 〇  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  〇 

税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 〇  

一般的な税制変更  〇 

政治、行政的理

由による事業

変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の

継続に支障を生じた場合、又は業務内容の変更

を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持

管理経費における当該事情による増加経費負担 

〇  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、争乱、暴動）その他の町又は指定管理者の

いずれの責めにも帰すことのできない自然的要

因により施設が損傷した場合の復旧費用 

〇  

書類の誤り 仕様書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの 〇  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤り

によるもの 

 〇 

保守点検等 

 

機械・施設等を維持するための点検・検査費用  ○ 

施設の火災保険料 ○  

施設・設備の損

傷 

 

経年劣化による修繕（上限を１００万円とする）  〇 

   〃   改修（上記以外） 〇  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの（極めて小規模なもの） 

 〇 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの（上記以外） 

〇  

資料等の損傷 管理者としての注意事務を怠ったことによるも

の 

 〇 
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第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの（極めて小規模なもの） 

 〇 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの（上記以外） 

〇  

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  〇 

事業終了時の

費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中

途における業務を廃止した場合における事業者

の撤収費用 

 〇 

災害等による

施設の占用 

占用時に発生した損害 ○  

 

 

 


